
管理計画認定制度について
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１．管理計画認定制度の概要 と 認定基準

        
２．審査に必要な書類（確認対象書類）
         

３．手続きフロー / 事前確認のパターン

４．管理計画認定制度のインセンティブの概略

５．制度に関する問合せ先・相談場所
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注意！

令和6年2月末時点の認定実績は502件。
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計１６項目
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長期修繕計画標準様式長期修繕計画作成ガイドラインより

★１９工事項目について記載されていること

・19 工事項目に記載された工事が、修繕周期が長期であることなどから計画

期間内に行われない予定である場合にはその旨を記載

・19 工事項目のうち、該当する設備等を有しないマンションは、その旨を記載

・管理委託費に当該業務に係る報酬が含まれる場合は、「長期修繕計画作成

費用」の項目が割愛されている場合があるため、その旨を記載
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＊工事実施中の場合は１回に含まれる
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大規模修繕工事実施事業年度及び前後の各２事業年度の間における各事業年度の
修繕積立金徴収総額の増額幅が、増額前の総額に対し２倍以上になっていないこと
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修繕積立金に関するガイドラインより 10
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修繕積立金の平均額が、「修繕積立金
に関するガイドライ ン」で示されている

金額の幅の下限値と同額か、又はこれ
を上回っていること
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（長期修繕計画総括表の下部分）

長期修繕計画作成ガイドラインより＊収入累計 ＝ 計画期間全体における修繕積立金の総額

＊推奨 収入累計 ＞ 支出累計



【留意点】
・本項目の認定基準を満たす場合は、組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿の双方が整備されている場合であり、
いずれか一方のみが整備されている場合は本項目に該当 していない。

 ・名簿の更新とは、名簿の内容を確認の上、名簿の内容に変更があれば名簿に反映している 作業を１年に１回以上行っていることを指す。
なお、名簿に記載する内容は、氏名、連絡先、固定電話・携帯電話・メールアドレス等が考えられる。

 ・名簿の内容は個人情報であるため、その取扱いには十分に注意する必要がある。
 ・団地型マンションや複合用途型マンションの場合は、全体管理組合、住宅管理組合の組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を
備えるとともに、年一回以上更新している必要がある。 14
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☆マンション管理センターのHPにて
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パターン②

パターン③
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土曜
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